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定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年５月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平

成 27 年６月 24 日開催予定の当社第 49 期定時株主総会に付議することを決議いた

しましたので、下記の通りお知らせいたします｡

記

１．定款変更の理由

（１）当社は平成27年10月１日をもって持株会社に移行する予定であります。こ

れに伴い、目的の変更を行うものであります。

（２）社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材

の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427条の規定

により、当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨

の規定として、定款第29条（社外取締役との間の責任限定契約）を新設する

ものであります。

    なお、新設に関しましては各監査役の同意を得ております。

（３）上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

２．定款変更の内容

定款変更の内容は別紙資料の通りであります。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日  平成 27 年６月 24 日（水曜日）

定款変更の効力発生日       平成 27 年６月 24 日（水曜日）

以上



別紙資料

下線部分は変更箇所を示しております。

現 行 定 款 変 更 案

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。

（新 設）

１～13 （条文省略）

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。

１   次に掲げる事業を営む会社（外

国会社を含む）、組合（外国にお

ける組合に相当するものを含む）

その他これに準ずる事業体の株

式又は持分を所有することによ

り、当該会社等の事業活動を支

配・管理すること

２～14 （現行どおり）

第３条～第28条 （条文省略） 第３条～第28条 （現行どおり）

（新 設）

（社外取締役との間の責任限定契約）

第29条 当会社は、会社法第427条第１項

の規定により、社外取締役との間

に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該

契約に基づく責任の限度額は、法

令が規定する額とする。

第29条～第43条 第30条～第44条 （現行どおり）

（新 設）

附 則

第２条（目的）の変更は、新設分割計画

に基づく新設分割の効力が生じることを

条件として、当該新設分割の効力発生日

に効力が発生するものとする。なお、本

附則は当該新設分割の効力発生日の経過

をもって削除する。

以上


